
【事務事業調書】

■事務事業の概要

■活動指標

■事業費（計画） ■事業費（実績）

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

■事業経費

小学3年生までの給付費総額（64,932,000円）の　1/２

32,466,000

52,746,000

32,466,000

計　画 実　績

85,212,000当初予算額

補正予算額

流用額

予算現額

計

差引（一般財源）

その他の特定財源

国庫支出金

県支出金

地方債

受益者負担金

会計 - 款 - 項 - 目 - 事業

001-03-02-04-003-01-01

事業の分類 既存事業

予算科目
コード

決　算

85,212,000

決算額

予
　
算

特　記　事　項

特　記　事　項

平成２１年１０月から対象年齢を小学３年から中学３年生まで拡大したため例年の件数の１．５倍の
件数としました。(件数がレセプトの件数を見ているため、一人の1ヶ月分の診療報酬が1レセプトにな
るため、件数に比例して医療費が伸びないと考え扶助費は1.3倍に見ました。）

金　額 特　記　事　項細　節

扶助費 85,212,000

医療費助成件数 48,000件

細　節 金　額 積　算　根　拠

加藤敦史

計
画

生まれた日から中学校3年生までの児童（15歳に達した日後の最初の　3月31日）の医療費を助
成します。
・　3歳未満（3歳の誕生日の前日の属する月の末日まで）の児童
県内の医療機関においては、受給資格者証と児童が加入している健康保険証を窓口で提示す
れば、保険診療分に限り無料で受診できます。県外受診分については、助成申請書でご請求く
ださい。
  ・　3歳以上中学3年生までの児童（15歳に達した日後の最初の3月31日）
こども医療費助成申請書に医療機関の発行する領収書（患者名、診療点数、負担金等が詳しく
記載されているもの）を添えて申請していただき助成します。

何をどのような方法で実施します（実施しました）か？

事務事業名 こども医療費助成費

実
績

担当部課 こどもみらい課
担　当 児童福祉

サブリーダー

財
　
源

どのような成果が現れます（現れました）か？

中学3年生までの児童にかかった医療費の自己負担を助成することで、子育て家庭の経済的負担を
軽減する。そのことで、子育てをしている家庭が安心して生活することができるとともに、受診の遅れ
を避けることで、児童の健全な成長を図ることができる。

指　標 目　標　値 達　成　値

3歳児未満
月平均　2,592,000円×12月＝31,104,000円
3歳児から就学前
月平均　1,646,000円×12月＝19,752,000円
小学1年から小学3年
月平均　1,173,000円×12月＝14,076,000円
小学4年から小学6年
月平均　　936,000円×12月＝11,268,000円
中学1年から中学3年
月平均　　751,000円×12月＝  9,012,000円
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